
          

介護保険課 

 

議案第１４号  

港区介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」といいます。）

の一部改正に伴い、港区介護保険条例（平成１２年港区条例第２９号。以下「条

例」といいます。）の一部を改正します。 

 

 

１ 改正理由 

第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）における総給付費に

基づき、第１号被保険者の保険料を定めました。また、政令の一部改正によ

り、保険料率の算定に関する基準等が改められたため、条例の一部を改正し

ます。 

 

 

２ 改正内容 

（１）保険料率の該当年度を「令和６年度から令和８年度」に改めます。 

 

（２）保険料を変更します。 

   

（３）政令の一部改正により、保険料所得段階の第１段階及び第３段階の保険 

料率を引き下げます。 

 

（４）保険料所得段階の第１７段階の階層を３つの段階に細分化して、所得段 

  階区分を現行の１７段階から１９段階とします。 

   

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

令和６年２月２０日 資料№６ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 

1



2



3



4



5



6



7



8


